
 

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会規程 第４号 

 

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の管理について 

 

１．目的 

本規程は、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度運営規則（以下「運営規則」

という。）第７章に基づき、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証制度におけるグリ

ーンエネルギーＣＯ２削減相当量の管理に関して必要な事項を定めることを目的とする。 

 

２．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量管理システム 

（１）グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量管理システム（以下「管理システム」とい

う。）は、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量を管理・記録するためのシステ

ムをいう。 

（２）管理システムにおいては、次に掲げる区分の口座を設ける。 

①保有口座：グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量保有者の口座 

②償却口座：グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量保有者の償却したグリーンエネ

ルギーＣＯ２削減相当量を管理する口座 

③取消口座：グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量保有者の取り消したグリーンエ

ネルギーＣＯ２削減相当量を管理する口座  

（３）口座に記録されるグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量は、１トン単位で識別番

号を付与する。 

（４）管理システムは、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の記録に関する全部又は

一部を電磁的記録で作成することとする。 

 

３．保有口座の開設・記録事項  

（１）グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量認証委員会（以下「委員会」という。）は、

グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量保有予定者又はグリーンエネルギーＣＯ２

削減計画の申請者から委員会が定める申請書に基づき保有口座の開設の申請があ

った場合、保有口座を開設し、一意の口座番号を付与する。 

（２）保有口座には、次に掲げる事項を記録する。（必要に応じ、保有口座を開設する

事業者について、登記簿謄本等所要の資料により確認を行う。） 

①保有口座名義人の名称、代表者の役職・氏名等、保有口座名義人に関する事項 

②保有するグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の識別番号 

 

４．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の管理 

委員会は、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量を認証した場合、その保有者、量、認
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証を受けた日等を管理システムに記録する。 

 

５．グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の償却・取消 

（１）委員会は、保有口座名義人から委員会が定める申請書に基づきグリーンエネルギ

ーＣＯ２削減相当量の償却、取消又は配分の申請があった場合、当該グリーンエ

ネルギーＣＯ２削減相当量の償却、取消又は配分に関する事項を管理システムに

記録するとともに、当該保有口座名義人に対しその旨を通知する。 

（２）償却とは、他の者の二酸化炭素の排出の抑制等に係る取組を自らの二酸化炭素の

排出の抑制等に係る取組と評価されることを目的として保有口座名義人から申請

のあったグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量を、委員会が、償却口座に移転す

ることをいう。 

（３）取消とは、委員会が、償却以外の場合にグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量を

取消口座に移転することをいう。 

（４）配分とは、グリーンエネルギーＣＯ２削減計画の申請者が保有口座名義人である

場合において、当該保有口座に記録されたグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量

を他の者の保有口座に移転することをいう。 

（５）償却・取消をしたグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量については、その後、い

ずれの口座にも移転することはできないものとする。 

 

６．保有口座の開設・変更及びグリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の記録・通知 

本規程に定める保有口座の開設・変更、グリーンエネルギーＣＯ２削減相当量の記録及

び通知については事務局が行うものとする。 

 

７．事務の取り扱い 

本規程に定める委員会の行う事務については、事務局において取り扱うものとする。 


